
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中学校卒業式 

高校卒業式 

 

3 月 1 日(水)に高校生 318 名、3 月 18 日(土)に中学生 135 名の卒業式が行われました。

今年度は保護者 2 名まで参列頂き、各表彰受賞者代表の登壇も行う形で挙行することが出

来ました。それぞれの進路に向け、本校での学びを糧に巣立っていきました。 

  

東北学院中学校・高等学校だより 

LIFE LIGHT LOVE 
2023.3.31／vol.6 

東北学院中学校・高等学校 

の日々を紹介します。 

「LIFE LIGHT LOVE」は

「命・光・愛」を指す本校の

スクールモットーです。 

保護者にはオンラインでホームルームを見学して頂きました。 

 

学業成績優秀者３０名 

3 ヶ年皆勤・精勤者５５名 

月浦賞（学院中高６ヶ年皆勤者）１０名 

委員功労者６５名 

生徒会活動功労者２４名 

特別表彰(部活動上位大会出場者)１２名 

日本私立中学高等学校連合会長賞１名 

奨学会長賞１名 

郡山英語賞１名 

学業成績優秀者１９名 

3 ヶ年皆勤・精勤者１８名 

委員功労者２５名 

生徒会活動功労者１５名 

特別表彰(部活動上位大会出場者)１０名 

日本私立中学高等学校連合会長賞１名 

奨学会長賞１名 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～代表に選ばれた７名の研究テーマ～ 
 

絶対音感にはなれるのか 

家の中でこんなに痩せられる!! 

正義とは 

ボランティアの輪を広げるために 

友人との適切な距離 

アニメーション制作 

遺伝子組換えによる恐竜の創造は可能か 

 

 

 

リレーエッセイ ３L日記 

今月の聖句 3月  ヤコブの手紙 4章 10節 

主の前にへりくだりなさい。そうすれば、主があなたが

たを高めてくださいます 

 中学校卒業生 答辞  庄司 宏知  

               （塩竈市立第三小学校出身） 

             父のすすめで、東北学院中学校

を受験しました。オンライン授業か

らスタートしたので、初めは不安も

大きかったのですが、対面授業が 

始まると、早速面白い友達に出会 

い、楽しい生活を送ることができました。慣れないなが

らも、文化祭実行委員として運営に携わったことや、囲

碁・将棋部の部員として活動したことなど、様々な体験

を通して充実した学校生活を送ることができました。ま

た、生徒会執行部のメンバーとしてオープンスクール

のキャンパスツアーを行うことで、自分が感じた学校の

魅力を、外に発信する活動にも尽力してきました。そ

の中でかけがえのない先輩方と出会い、人と協働する

ことの難しさを学びました。 

両親が医療系の仕事に就いているので、私も医療

系の大学へ進学することを目指しています。学院高校

に進学後は、文武両道を実践していきたいです。 

 

高校卒業生 総代 伊藤歩夢  

（仙台市立新田小学校・東北学院中学校出身） 

充実した学校の設備と入学時に

新設されたコース制度に魅了され、

特別選抜コースに入学しました。入

学後は先生方のご指導のもと、仲間 

たちと切磋琢磨しながら勉学に励みました。クラスメイトと

は中学校から合わせて６年間、苦楽をともにしてきたの

で絆を深めることができたと思います。私が大切にしてき

たことは、授業や問題演習ごとに必ず復習をすることで

す。また、分からない問題はそのままにするのではなく、

教科担任の先生に授業後や講習の時間を使って質問

し、理解できるように心がけていました。 進路先として

薬学部へ進みます。薬学について学び、将来人々の健

康に貢献することを目指しています。皆さんも仲間と協

力しながら勉学、部活動に励み、自身の将来の夢に向

かってこれからも頑張ってください。 

 

中学３年生 卒業研究 ３月３日 

 

 

高校１年生 消費者教育（家庭科）３月１３～１４日 

4 月より取り組んできた卒業研究では、1 月に執筆を終

え、その内容に基づくスライド発表を行いました。2 月

17 日(金)は全員による学年内の発表、3 月 3 日(金)は代

表者 7 名による学内発表でした。 

3 月 13 日(火)～14 日（水）、高校１年生を対象に消費者教

育の授業を実施しました。これは、成人年齢の引き下げに伴

って、18歳から一人で有効な契約ができる一方、保護者の

同意を得ずに締結した契約を取り消すことができる年齢が

18歳未満までとなることから、自主的かつ合理的に社会の

一員として行動できる自立した消費者の育成、また、若年者

の消費者被害の防止を目的として行われるものです。弁護

士の方を講師に迎え、学年を４つに分けて実施しました。 


